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12 月 24 日，57 名の原告（滋賀県内

の住民 54 名，大阪の方 3 名）が，2

年 4 ヶ月前に行った仮処分申請ではら

ちがあかないとして，大津地裁に対し，

関西電力美浜１～３号機，大飯１～４

号機，高浜１～４号機，以上の１１機

の原子炉について，運転禁止を求める

訴訟を提起しました。  

この訴訟を遂行する弁護団は，井戸

謙一弁護団長をはじめ，滋賀弁護士会，

京都弁護士会，大阪弁護士会に所属す

る弁護士１９名で構成されています。 

 以下，記者会見における井戸弁護団長の所感，辻原告団長発言等を紹介します。  

 

 

提訴に当たっての所感 
弁護団長  井 戸  謙 一 

 

１ 本日，滋賀県及びその周辺に居住す

る 57名の原告らは，大津地裁に対し，

関西電力株式会社を相手取り，若狭湾

沿岸に林立する美浜１～３号機，大飯

１～４号機，高浜１～４号機，以上の

１１機の原子炉について，運転禁止を

求める訴訟を提起しました。この訴訟

を遂行する弁護団は，滋賀弁護士会，

京都弁護士会，大阪弁護士会に所属す

る弁護士１９名で構成されています。 

 

２ 福島第一原発事故は，地球規模で環

境を汚染し，膨大な数の人たちの生命，身体，健康を危険にさらし，故郷を奪い，安ら

かな生活を奪い，未来の希望を奪いました。避難した人たちは，経済的，精神的に疲弊

しており，汚染地に止まっている人たちは，低線量被曝の危険にさらされていて，多く
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の人たちが未来のみえない苦しみの中で呻吟しています。政府，東電は，今なお事故を

収束させることができず，今現在も，大気中に，海洋に，放射性物質の流出が続いてい

ます。この被害がどこまで拡がるのか，全く予測できません。しかし，私たちは，それ

でも幸運だったと言うことを忘れてはなりません。平成２３年３月２５日，菅首相の求

めに応じて原子力委員会委員長近藤駿介氏が作成したいわゆる「最悪のシナリオ」によ

れば，最悪の場合，福島第一原発から１７０㎞の範囲の人たちを強制的に避難させ，２

５０km の範囲の人たちについては希望者を避難させなければならない事態が想定され

ていたのです。首都圏が壊滅する戦慄すべき事態です。  

２度と原発の過酷事故を起こさせてはなりません。今度過酷事故が起こったとき，再

び幸運の女神が微笑んでくれる保障はないのです。  

福島第一原発事故を起こしてしまった我が国は，今までの原発政策を根本的に見直し，

原発からの撤退に向け舵を切るべきでした。しかし，政府や電力会社，原発メーカーは，

真摯な反省もしないまま，いつの間にか，原発を海外に輸出することに懸命になり，国

内でも再稼働にひた走ろうとしています。被告関西電力株式会社も例外ではありません。

まるで，福島第一原発事故などなかったようです。  

 

３ 今回の原告のうち大部分の人たちは，平成２３年８月に関西電力を相手取り，大津地

裁に申し立てた原発再稼働禁止仮処分申請事件の申立人でもあります。早期の決定を求

めて仮処分を申し立てましたが，２年４か月が経過した現在においても，裁判所の引き

延ばしにより，いつ決定が出るか見通しがつかない状態にあります。そして，その間に

事態は進行し，関西電力は，原子力規制委員会に対し，大飯３，４号機，高浜３，４号

機について，新規制基準への適合性審査を申し立てました。当初は，仮処分事件が一定

の決着を見てから本訴を起こす予定でしたが，原発の再稼働に向けて着々と事態が進行

していることに危機感を強め，仮処分の決定を待つことなく，本訴を提起することにし

たものです。  

 

４ 福島第一原発事故の後，全国で，原発の運転差止めを求める訴訟が多数提起されまし

た。大飯原発だけに限っても，大津地裁に対する上記仮処分申立て以外にも，京都地裁，

福井地裁で差止め裁判が係属中であり，大阪高裁では仮処分裁判が，大阪地裁では国を

相手取って運転停止処分の義務づけを求める行政訴訟が係属中です。今回の提訴はそれ

らに続くものです。原発の過酷事故の被害が如何に広範囲に及ぶものであるかは，福島

第一原発事故が如実に示しました。この事故の被害は，北東北から関東，新潟，東海に

まで及んでいます。原発事故によって被害を受ける恐れのある人たちは，自分の住む地

域の裁判所に，その原発の差止めを求める訴えを起こすことができます。もっともっと

原発差止めを求める裁判が起こって当然だろうと考えています。  

 

５ 本件訴訟は，新規制基準が成立してからは，最初の提訴になります。この訴訟の係属

中に，原子力規制委員会が，本件訴訟の対象である一部の原子炉について適合性判断を

出す可能性があります。したがって，この訴訟では，若狭湾沿岸の原発の固有の危険性

に加えて，新規制基準の合理性が大きな争点になることが予想されます。  

 

６ 若狭湾の原発の固有の危険性として，私たちは，主として，次の点を主張する予定で

す。  
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(1) 若狭湾沿岸地域は，狭い範囲にもんじゅを含めて１４機もの原発が集中しており，

自然災害で過酷事故が起これば，各原発が軒並み危機的状況に陥ることが予想され，

４機が過酷事故を起こした福島第一原発事故を上回る規模の災害が危惧されること  

(2) 若狭湾沿岸地域は，活断層の巣といっていいほど多くの活断層があり，しかも，一

つ一つの活断層の規模が大きく，マグニチュード７～８の直下型地震が想定される上，

最近，地震の空白地帯になっており，近い将来，これらの活断層が動く危険性が高い

こと  

(3) 若狭湾沿岸地域の原発の多くは，運転開始後４０年を超え，あるいは４０年に近く，

老朽化していること  

(4) 日本海側にはプレート境界がないことから，若狭湾沿岸地域の原発については津波

想定が甘く，津波対策が不十分であること  

(5) 若狭湾沿岸は，リアス式海岸で，山が海岸線近くまで迫っており，僅かな平地部分

に原発が立地しているため，周囲は海岸に面している部分以外は山であり，地震や集

中豪雨によって，深層崩壊に代表される土砂災害に襲われる可能性が高いこと，また，

事故が起こったときに，救援も避難も極めて困難になることが予想されること，  

 

７ 新規制基準の問題点として，私たちは，主として，次の点を主張する予定です。  

(1) 安全規制において最も大切な立地についての規制がなくなってしまったこと  

(2) 事故時の安全評価については，従来の安全評価指針をそのまま使うことになってお

り，都合のいい事故想定が全く改まっていないこと  

(3) 単一故障指針に合理性がないことが福島第一原発事故で明らかになったのに，設計

についての規制基準において単一故障指針が用いられていること  

(4) 福島第一原発事故で外部電源の耐震性を強化する必要が指摘されたのに，全く強化

されていないこと  

(5) 福島第一原発事故で，揺れによって配管破断が生じたことを窺わせる多くの証拠が

あるのに，耐震設計に対する規制が従前とほとんど変わっていないこと  

(6) 重大事故対策は，原子炉の設計はそのままにして，可搬設備を外付けするものにす

ぎず，有効性が疑問であること  

(7) フィルタベント設備等の設置を５年間猶予することは許されないこと  

(8) そもそも，福島第一原発事故の原因すら分かっていないのに，有効な規制基準が策

定できるはずがないこと  

 

８ 全国で多数の原発差止め訴訟が提起されていますが，３箇所の発電所，１１機もの原

子炉の運転差止めを求める訴訟は前例がありません。困難も予想されますが，原告の皆

さんは，滋賀県及びその周辺に居住する人たちの生命，身体，健康，豊かな環境，とり

わけ近畿地方１４００万人の水がめである琵琶湖を守りたいという強い思いから提訴を

決断しました。司法を動かすためには，法廷内の活動だけではなく，脱原発を求める広

汎な世論の支持が必要不可欠です。今後，是非強力なご支援をお願い致します。  

以上  
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辻原告団長の提訴にあたっての決意 
 

 私は福井原発から 30km 圏内の長浜

市に住んでいます。原発事故が起これ

ば滋賀県も琵琶湖も大変なことになり

ます。そういう意味では，140 万の滋

賀県民を代表しての提訴であり，必ず

勝利したいと思います。  

 仮処分申請をしてからすでに 2 年と

4 ヶ月が経過しています。仮処分申請

は，急を要するという思いで行ったも

のですが，裁判所はいっこうに判断せ

ず，ずるずると引き延ばしに終始して

います。裁判長の訴訟指揮に重大な問

題があり，裁判官の忌避申し立ても行いましたが却下されました。次回の審尋は 2 月まで

行われないという不当なものです。こうしただらだらとした訴訟指揮ではらちがあかない

として本訴に踏み切ることにしました。  

 政府の原発政策は，原発を基幹電源として位置づけるなど県民，国民の思いとは逆の方

向に行っています。しかし，9 月 15 日からは，原発は停止していますが電力不足は生じて

いません。原発は必要でないことが実践的に証明されています。  

 今回の訴訟でも争点の一つとなる新基準についてですが，原発の安全を保障するもので

はなく，原発の再稼働にお墨付きを与えるものでしかないことを訴状のなかで明らかにし

ています。大変なご苦労をしていただきながら訴状を作成していただいた 19 名の弁護団

に感謝申し上げたいと思います。  

 裁判長はこの訴状に込められた県民の思いにしっかりと目を向けよと言いたい。また，

仮処分とは異なり，県民監視の下で裁判を進めていくことができるので県民世論を背景に

裁判を闘っていきたいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告の一人青田さんの発言  

 福島から避難して２年半。３回目の正月を滋賀で迎えることになります。東京電力

に対する怒りと望郷の念にかられています。私は 40 年近く反原発の運動に関わりな

がら原発を止めることができなかったことを無念に思っています。また，滋賀におい

て裁判に参加するとは思わなかったが，次の原発事故も日本で起こるとも言われてい

ます。福島４号機が停止したのは奇跡とも言われており，第２のフクシマをつくらせ

ないためにもこの裁判を闘っていきたいと思っています。  
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記者との主な質疑応答 
 

Q.新基準は原発事故の反省を踏まえていないとはどういうことか？  

A.シビアアクシデント対策は追加されているが，全体として，今ある原発を動かすための

お墨付きを与えるものという評価をしている。  

 

Q.敦賀，日本原電を対象にしていないということは，これらは再稼働しないという判断からか？  

A.それもあるが，マンパワーの問題もある。これらが動きそうなら考えていかなければな

らない。  

 

Q.11 機を対象にするのは，日本で初めてということだが，時間がかかりすぎるという問題はない

のか？ 

A.個別の問題にどこまで踏み込むかにもよる。共通の特徴と問題があるので，数をふやし

たから時間がかかるというものでもない。早期判決を求めていきたい。なお，京都や福井

でも提訴されているが，高浜と美浜を対象にしているのは滋賀だけだ。  

 

 

 

 

引き続き原告を募集しています 
 

 手続き等については吉原稔法律事務所まで問い合わせてくださ

い。  

 負担金 15,000 円が必要です。  

 

問い合わせ先  吉原稔法律事務所  

 〒 520-0056 大津市末広町 7-1 大津パークビル６階  

  ＴＥＬ：０７７－５１０－５２６２  

ＦＡＸ：０７７－５１０－５２６３  

  E-mail nql30048@nifty.com(エヌキュウエル３００４８ )  
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